
■ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 

について 

 

【概要】（バリアフリー新法の解説（国土交通省、警察庁、総務省）抜粋） 

 
 

○高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律 抜粋 

（平成十八年六月二十一日法律第九十一号） 

 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定め

るところにより、その旨を都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十

二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二

条の二十六の三第一項の特例市にあっては、それぞれの長。以下「知事等」という。）に届け出なけ

ればならない。ただし、駐車場法第十二条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、

同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、

この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、路外駐

車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（報告及び立入検査） 

第五十三条 （略） 

２ 知事等は、この法律の施行に必要な限度において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場

の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路

外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しくは業務に関

し検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

３・４ （略） 

５ 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

６ 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 



○国土交通省令第１１２号 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第

十一条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設

備に関する基準を定める省令を次のように定める。 

    平成十八年十二月十五日 

                                                                    国土交通大臣 冬柴 鐵三 

 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 

  （趣旨） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十一条第一項の規定に

基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐

車場法（昭和三十二年法律第百六号）、駐車場法施行令（昭和三十二年政令第三百四十

号）及び駐車場法施行規則（平成十二年運輸省・建設省令第十二号）に定めるもののほ

か、この省令の定めるところによる。 

  （路外駐車場車いす使用者用駐車施設） 

第二条  特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車

施設（以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。）を一以上設けなければな

らない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを

除く。）の駐車のための駐車場については、この限りでない。 

２ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

  一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 

  二 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車

施設の表示をすること。 

  三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

  （路外駐車場移動等円滑化経路） 

第三条 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経

路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動

等円滑化経路」という。）にしなければならない。 

２  路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

  一 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する

場合は、この限りでない。 

  二 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上

とすること。 



  三 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 

    イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

    ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 

  四 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設す

るものに限る。）は、次に掲げるものであること。 

    イ 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものに

あっては九十センチメートル以上とすること。 

    ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のも

のにあっては、八分の一を超えないこと。 

    ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限

る。）にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメー

トル以上の踊場を設けること。 

    ニ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二

十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

  （特殊の装置） 

第四条 前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、

国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると

認める場合においては、適用しない。 

      附 則 

  この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日（平成十

八年十二月二十日）から施行する 


